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１【提出理由】

当社の連結会社である東芝エレベータ株式会社に対して提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので

あります。

 

 

２【報告内容】

(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

名　称　東芝エレベータ株式会社(以下「被告」)

所在地　神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

代表者　松原　和則

 

(2) 当該訴訟の提起があった年月日

2016年２月16日

 

(3) 当該訴訟を提起した者の氏名及び住所

氏　名　橋本　昭一(以下「原告」)

所在地　岐阜県岐阜市琴塚

 

(4) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

原告は、被告製造のエレベーターの急停止により傷害を負ったと主張し、被告に対し、治療費、休業損害、傷害慰

謝料及び弁護士費用等の合計1,337,308円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金を求める訴訟を提起しました。

 

(5) 訴訟の解決があった年月日、訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額

①訴訟の解決があった年月日

2017年８月15日(2017年７月26日に判決が言い渡され、控訴期間の途過により確定しました。)

②訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額

被告が原告に対し、440,200円及びその遅延損害金を支払うことを内容としております。

以　上
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